
美里町交通安全計画（案）に対するパブリックコメントと町の考え方 

参考様式６（第９条関係・公表用）  

№ 項   目 意見等の概要 町の考え方 

 

- 1 - 
 

1 

「計画の基本理念」について 美里町が「美里町交通安全計画(案)」の意見を

募集していますが，それは何のためなのか知りた

いです。 

慣例のためであるなら，先ず，交通安全に

かかわる行政，団体に所属する人たち自身の

意識改革が急務です。 

美里町交通安全計画は，平成２７年度まで，町

内で交通安全に関する各種活動や交通安全対策を

行うに当たっての総合的な指針とするために策定

いたします。また，交通安全関係者の交通安全意

識については，第１章第３節において， 

「交通行政に携わる者，交通機関にかかわる者

を含め，交通社会に参加するすべての町民が，交

通事故の危険性を十分認識した上で，交通事故を

起こさない，交通事故にあわないという意識を再

確認すべきである。 

そのためには，交通安全教育や交通安全に関す

る広報啓発活動を一層充実すべきであるが，一方

的な情報提供や呼び掛けにとどまらず，多くの町

民が自ら安全で安心な交通社会を構築していこう

とする前向きな意識を持つように働きかけること

が重要である。」 

と明示しており，交通事故を減らすという意識を

強く持つことと，それを広く普及させることを前

提としております。 
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２ 

 １から３まで基本理念について述べられている

が，美里町役場組織におけるこの計画案への位置

付けが述べられていないのと思います。 

これでは，計画のための計画であり，この計画

に対して美里町役場の果たす責任と決意が述べら

れていないのはどうしてでしょうか。 

４に項立てを行ない，この計画に対する町の「計

画の実効性を確保するための役場の決意につい

て」述べるべきだとおもいます。そのことにより，

職員の対応に真剣さと責務が加わり実行が上がる

ともいます。そのためにも，役場組織や職員の責

務を明記すべきです。 

当計画への位置付け及び決意については，まえ

がきに「交通事故の防止は，町及び関係機関・団

体だけでなく，町民一人一人が全力を挙げて取り

組まなければならない緊急かつ重要な課題であ

り，人命尊重の理念の下に，交通事故のない社会

を目指して，交通安全対策全般にわたる総合的か

つ長期的な施策の大綱を定め，これに基づいて諸

施策を強力に推進していかなければならない。」

「この計画に基づき，町及び関係機関・団体にお

いては，交通の状況や地域の実態に即して交通の

安全に関する施策を具体的に定め，これを強力に

実施することで，誰もが安全で安心して生活でき

る美里町の実現を目指すものとする。」としていま

す。 

なお，この計画は美里町役場組織内の計画では

なく，町内の交通安全関係機関・団体及び美里町

に住む，又は利用する全ての人の総合的な指針と

して作成したものであるため，個々の責任や個別

の具体的事例については明記しておりません。ご

了承ください。 
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３ 

第１章 第３節 

今後の道路交通安全対策を考

える視点について 

町職員のモラルの向上や技術の向上も明記する

べきだと思います。町民の安全向上を図るため町

担当者の責務についても明記し責任を持たせるべ

きです。 

この計画には美里町全体の計画であるため，美

里町役場に限定したものについては明記しており

ません。職員の技術力向上等については，美里町

役場としての個別の事案となります。 

４ 

 交通安全計画には，建設課職員の技術力アップ

も同時に行なわなければ成らないと言うことで

す。計画の中に交通安全を確保するための方策と

して「交通安全施策推進のための技術力向上も行

ないます」と入れてください。 

この計画には美里町全体の計画であるため，美

里町役場と限定したものについては明記しており

ません。職員の技術力向上等については，美里町

役場としての個別の事案となります。 

５ 

第１章 第４節 

講じようとする施策 

（２）交通安全施設整備事業の

推進 

イ 幹線道路等における交通

の安全と円滑な通行の確保 

 

「幹線道路等における死傷事故は特定区間に集

中していることを踏まえ、事故発生率の高い区間

や事故の危険性の高い箇所へは，関係機関と調整

の上、信号機や標識の設置、交差点の改良等重点

的な施設の整備を行い、交通事故の抑止を図る。」

とありますが。幹線道路とは，言い方が不正確で

は無いでしょうか。町にとっては，国道県道は，

幹線道路となりうる路線であり，そのことを明確

にするために，「国県道及び町道幹線道路」とすべ

きだと思います。 

修正いたします。 

６ 
 「交差点の改良等重点的な施設の整備を行い」

とあるが，交差点の改良とは，一体どのような整

現場の状況を考慮し，関係機関と協議を行った

うえで，その場所に適した安全確保のための整備
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備を考えているのでしょうか。 を行います。 

７ 

（3）人優先の安全・安心な歩

行空間の整備 

「車中心」から「人優先」をと言った計画であ

るが，其れ以上に「町民の命を守る町政と，交通

安全政策の実施」とする様変更する必要がありま

す。 

人命の尊重については、基本理念に「人命尊重

の理念に基づき，また，交通事故がもたらす大き

な社会的・経済的損失をも考慮して，究極的には

交通事故のない社会を目指すべきである。」と明示

しております。 

 


